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締役会が定期的にレビューを実施する。 

 

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) 当社は、財務報告に係る内部統制の基本方針に則り、適切に報告する体制及び運用状況を定期

的・継続的に評価する仕組みを整備し、グループ企業の財務報告の信頼性と適正性を確保する。 

(2) グループ企業の営業成績、財務状況その他経営上重要な情報については、当社が定める子会社運

営規程等において、グループ企業に対し、当社への報告又は当社の承認を得ることを義務づける。 

(3) 当社は、当社グループ全体のリスク管理に係るリスク管理規程を策定し、グループ全体のリスク

を網羅的・統括的に管理する。 

(4) 当社は、グループ企業の取締役の職務執行の効率性を確保するため、当社グループの中期経営計

画を策定し、また、グループ事業を統括する部門を設置するとともに、グループ社長会議等によ

り円滑な業務運営に努める。 

(5) 当社は、グループコンプライアンス・マニュアルを作成し、グループ企業の全ての取締役、監査

役及び使用人に周知徹底する。 

(6) 当社は、グループ企業の取締役、監査役及び使用人を対象とした、法令遵守等に関する研修を毎

年実施し、コンプライアンス意識の醸成を図る。 

(7) 当社内部監査部門は、グループ企業各社の業務の有効性、適正性の監査を実施する。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

・ 監査役がその職務を補助すべき使用人を設置することを求めた場合は、業務執行から独立した専

属の組織を設置する。 

 

7. 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

・ 上記の補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の承認を得ることとし、また、当該補

助者は他部門を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならないこととする。 

 

8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・ 監査役会報告規程に則り、取締役及び使用人は、適時、適切に監査役会に報告する。 

 

9. 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するた

めの体制 

(1) グループ企業の取締役、監査役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報

告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。 

(2) 当社リスク管理部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおけるコ

ンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。 

 

10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

・ 当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。 

 

11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

・ 監査役がその職務の執行について必要と認められる費用又は債務の処理を当社に対し請求した

ときは、当社は速やかに当該費用を支払い、又は債務を処理する。 

 

12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・ 当社は、監査役に対して、取締役及び使用人からヒアリングを実施する機会を保障するとともに、

監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。 

                                    以上 


